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（１）法的な位置付け
・まち・ひと・しごと創生法に基づき、市は国や県の総合戦略を勘案
しながら、地方版総合戦略を策定することが努力義務となっている。
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（２）第6次宝塚市総合計画との関わり

・第2期夢・未来たからづか創生総合戦略は、第6次宝塚市総合計画と
一体的に作成しており、計画期間を合わせているほか、第6次宝塚市総
合計画の重点方針(3)～(5)を実現するための具体的な取組を定めるもの
となっている。

【計画期間】
令和3年度～令和12年度
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（３）めざすべき将来の方向

①人口の減少が本市の将来に及ぼす影響に対応するためには、人口減
少を緩和することが必要である。そのために、
・出生率を向上させる
・ファミリー世代（25～39歳の結婚・出産・子育て世代）の転入を促
進する。
②一方で、今後人口が減少することは避けられないことから、人口構
造の変化に適応した持続可能なまちづくりを推進する必要がある。

めざすべき将来の方向
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（４）取組における視点
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（５）施策体系



２ 見直しの必要性
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（１）国の総合戦略の見直し
（２）人口減少、高齢化への対応の明確化の必要性
（３）職員数が減少しても多様化する市民ニーズに

効率的に対応するための取組の推進
（４）デジタル田園都市国家構想交付金

（地方創生推進タイプ）の要件の変更
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（１）国の総合戦略の見直し

・「デジタル田園都市国家構想総合戦略」が令和4年12月26日に閣議決
定された（その後令和5年12月にも改訂）。
・これは、まち・ひと・しごと創生総合戦略を抜本的に改訂し、デジ
タルの力を活用して地方創生を加速化・深化し、「全国どこでも誰も
が便利で暮らせる社会」を目指すものである。
・この内容を踏まえて、地域の個性や魅力を生かした地域ビジョンを
再構築し、地方版総合戦略を改訂することが求められている。
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デジタル田園都市国家構想総合戦略の概要

＜基本的考え方＞

・社会情勢が大きく変化している中、デジタルの力を活用して地方創生を加
速化・深化し、「全国どこでも誰もが便利で暮らせる社会」を目指す。
・東京圏への過度な一極集中の是正や多極化を図り、地方に住み働きながら、
都会に匹敵する情報やサービスを利用できるようにすることで、地方の社会
課題を成長の原動力とし、地方から全国へとボトムアップの成長につなげて
いく。
・デジタル技術の活用については、デジタル田園都市国家構想交付金の活用
等により、各地域の優良事例の横展開を加速化。
・これまでの地方創生の取組も、全国で取り組まれてきた中で、蓄積された
成果や知見に基づき、改善を加えながら推進していくことが重要。

＜ポイント＞

・国はまち・ひと・しごと創生総合戦略を抜本的に改訂し、2023年度から
2027年度までの5カ年の新たな総合戦略を策定。
・地方は、地域それぞれが抱える社会課題等を踏まえ、地域の個性や魅力を
生かした地域ビジョンを再構築し、地方版総合戦略を改訂する。
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＜施策の方向＞

・デジタルの力を活用して地方の社会課題解決に向けた取組（①地方に仕
事をつくる、②人の流れをつくる、③結婚・出産・子育ての希望をかなえ
る、④魅力的な地域をつくる）を加速化、深化する。
・国は、デジタル実装の前提となる取組（デジタル基盤の整備、デジタル
人材の育成・確保、誰一人取り残されないための取組）を強力に推進する。
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（２）人口減少、高齢化への対応の明確化の
必要性

・第２期夢・未来たからづか創生総合戦略は、将来目標人口を定め、
第6次宝塚市総合計画の重点方針(3)～(5)を実現するための具体的な取
組を定めているが、その内容は分野別計画の中から総合戦略の各施策
に沿った取組を抜粋したものとなっている。
・したがって、人口減少の緩和、人口減少・高齢化への対応について、
どのように取り組んでいくか（デジタル技術の活用も含めて）につい
ての全庁的な議論は十分にできていない。
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（３）職員数が減少しても多様化する市民ニーズに
効率的に対応するための取組の推進

・第２期夢・未来たからづか創生総合戦略では、次の２つの視点を持って取
組を展開することとしている。
①市民の力が発揮され、魅力を発信できるまちづくり
②時代にふさわしい行財政
・これらについても、計画的に推進していく必要がある。
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（４）デジタル田園都市国家構想交付金
（地方創生推進タイプ）の要件の変更

・デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）は、地方版
総合戦略に位置付けた取組が対象となる。
・令和5年度から横展開型においても、「デジタル社会の形成への寄
与」が必須要件となった。
・今後、デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）を活
用していくためには、「デジタル社会の形成へ寄与する複数の取組」を
全庁で考えていく必要がある。
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「デジタル社会の形成への寄与」とは



３ 見直しの方針
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（１）地方版総合戦略の策定・効果検証のための
手引き（令和4年12月版）【見直しの主な内容】

（２）見直しを行う項目
（３）財政見通しを踏まえた議論
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（１）地方版総合戦略の策定・効果検証のための
手引き（令和4年12月版）【見直しの主な内容】
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地域ビジョンの追加
→国の手引きに基づき、追記する。

基本目標（数値目標）、基本的方向
→基本目標の方向性について追加（次項）。必要に
応じて、KGIも変更する。【具体箇所は後述】

具体的施策とKPI
→主に既に実施している、実施方針が決まっている
ものについて追記する。また、庁内検討会で今後の
人口構造の変化に対応するために必要な事項につい
て議論し、方向性が一致したもの、環境分野につい
て追記する。伴って、必要に応じて、KPIの変更、重
点取組の追加を行う。【具体箇所は後述】

（２）見直しを行う項目

総合戦略の名称
→変更しない。

人口ビジョン
→今回の改訂は、国がデジタルの視点を追加したこと
による総合戦略の内容変更であること、また、人口の
目標については、社人研の推計結果が出るごとに時点
修正するものではないことから、人口ビジョンは変更
しない。



20 基本目標の方向性の追記

必要に応じてKGIの
追加・変更

◆（例）まちづくりに必要な情報のオープンデータ化を推進します。



21 主な取組、重要取組の追記
・既に実施しているもの
・庁内検討会で、今後の人口構造
の変化に対応するために必要な事
項について議論し、方向性が一致
したもの

必要に応じてKPIの
追加・変更

＊（例）〇〇【重要取組】
〇〇を実施します。
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（３）財政見通しを踏まえた議論
・財政見通しによると、令和7年度以降、持続可能な財政運営を行うた
めには、現在の予算よりも令和7年度に10億円、令和8年度、令和9年度
にそれぞれ7億円の収支改善を行うことが必要である。
・こうした状況の中でも、「①人口減少・高齢化をはじめとするこれ
からの社会情勢の変化に対応するために不可欠な事業」、「②人口減
少の抑制に効果のある事業」、「③効率化により、職員が減少しても
サービスの維持ができるor将来の歳出減が確実に見込める事業」につ
いては、一定の投資をしていく必要性があると考えられる。

・今回の改訂の議論を通して、①②について、今後実施すべき事業を
考えていく。



４ 庁内検討会での議論と今後の進め方
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（１）地域ビジョンについて
（２）今後取り組むべき方向性について
（３）その他の主な変更箇所
（４）今後のスケジュール
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（１）地域ビジョンについて

文案は別紙改定案（P2）の通り。
＜国の手引きの記載例（参考）＞
本市には、○○に強みを持つ○○大学や特色あふれる多くの中小企業がある。本市とこ
れらの大学や企業等が連携することで、地域を支える人材を育成するとともに、地域産業
のニーズを踏まえた研究開発により、新たな地域産業の創生や雇用の創出を図る。
また、デジタル技術を活用した就労環境等も整えることで、優秀で意欲ある人材が住み
たくなる・住み続けたくなる地域を目指す。そのため、本市の目指すべき理想像は、「地
域内外の大学や企業等と連携し、学びと雇用の魅力があふれる産学官協創都市」とする。

＜庁内検討会での意見＞
・より市の方針を明確にするため、地域ビジョンには、重視する分野や取組を記載しては
どうか。
・漠然として分かりくい。宝塚らしさ、特色がないように感じる。
・国の方針の中で、仕事に関する記載がない。
＜方針＞
総合計画の重点方針を実現するための具体的取組を示したものが総合戦略であることから、
特定の分野に特化した地域ビジョンとすることは相応しくないと判断し、総合計画の内容
に沿った内容の地域ビジョンとした。また、しごとに関する記載を加えた。
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（２）今後取り組むべき方向性について

夢・未来たからづか創生総合戦略庁内検討会の委員（次長級）に、人口構
造の変化に対応するために不可欠な事業、人口減少の抑制に効果のある事業に
ついて、部内で話し合っていただき、各部の案を持ち寄った。

庁内検討会での議論の内容は別紙Excelの通り

この中から、以下の観点で今後の取組テーマ案を抽出した。
・複数部署から提案があった
・人口構造の変化に対応するために特に重要であること
・部局横断で取り組めるもの ・デジタル活用の可能性があること

（今後の取組テーマ案）
・地域課題の把握、解決 ・市民をつなぐ仕組み ・活躍できる場、情報
・買い物難民等を作らない仕組み ・健康増進 ・デジタルを活用した安全安心なまちづくり
・市、民間情報のオープンデータ化 ・子ども子育ての官民の情報発信

今後、これらのテーマ案について、「①総合戦略本文への反映」、「②具体
的取組の継続的な議論」を行っていく。
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（２）①総合戦略への反映

・地域課題の解決
→地域との対話により把握した地域課題について、デジタルの力も活用しながら、
課題の解決を図る旨を追記。またこれを重要取組に位置付けた。（P5、17）

・市民をつなぐ仕組み
→支え合う仕組みづくりの推進を重要取組に設定。（P16）

・活躍できる場、情報
→デジタルディバイドの取組を追記（P16）

・買い物難民等を作らない仕組み
→オンデマンド交通について言及（P14）

・健康増進
→「包括的な健康増進の仕組みづくり、発信」を追記し、重要取組に設定（P11）

・デジタルを活用した安全安心なまちづくり
→「地域防犯力の向上」にデジタルの活用を追記（P12）

・子ども子育ての官民の情報発信
→子どもに関する情報発信をデジタルの力も活用しながら行うことを追記し、重要
取組と位置付けた。（P7、P20）
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（２）②具体的取組の継続的な議論

・地域課題の解決
・市民をつなぐ仕組み
・活躍できる場、情報
・買い物難民等を作らない仕組み
・健康増進
・デジタルを活用した安全安心なまちづくり
・市、民間情報のオープンデータ化
・子ども子育ての官民の情報発信

→以上の取組テーマ（案）について、今後、引き続き庁内検討会で議論し、取組を具
体化していく。議論にあたっては石原CXO補佐官、出島政策アドバイザーにもご助
力をいただく。
庁内検討会で、今後の取組テーマを5つ程度に絞り、R7年度の予算化も見据えて、
新たに部局横断のワーキンググループ（次長級）を立ち上げ、具体取組の立案に向け
て、7月までに2～3回程度の開催を予定している。
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（３）その他の主な変更箇所

①第2期総合戦略策定後に着手した（着手予定の）取組等の追記
P14 武田尾駅のバリアフリー化
P19 こども家庭支援センターの開設

保健、福祉、教育の各部署が共通システム
P21 長期休業期間中の地域児童育成会の受入れの拡充等の検討
P24 屋内運動場への空調設備の設置
P25 部活動地域移行
P41 合併処理浄化槽の設置推進

②その他
P31 施策「豊かな環境の保全と継承」の追加
（GXの観点から）
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（４）今後のスケジュール

①夢・未来たからづか創生総合戦略庁内検討会【3月8日】
・地域ビジョン（案）について承認、今後取り組むべき方向性（案）について説明。

②夢・未来たからづか創生総合戦略庁内検討会【3月21日】
・今後取り組むべき方向性の議論。

③夢・未来たからづか創生本部会議【5月24日】
・事前意見募集のうえ、地域ビジョン、取り組むべき方向性（案）、今後の進め方に
ついて意見交換を行う。

④行政評価委員会（外部委員会）での意見聴取【6月27日】
⑤都市経営会議（パブリックコメント実施）【8月】
⑥パブリックコメント【9月】
⑦都市経営会議（パブリックコメント結果）【10月】
⑧計画の改訂【11月】


